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自然再生推進法(略称:なし)

(平成 14年法律第 148号)(公布日平成 14年 12月 11日)(平成 15年 l月 l日施行)

e-Gov (法):https:/ /1αws.e-gov.go.jp/Iαw/414ACIOOOOOOI48 

e-Gov (施行令):なし

e-Gov (施行規則):https:/ /Iaws.e-gov.go.jp/Iαw/415M60001 AOOOO1/ 

〈平成 15年 4月 l目施行)(平成 15年農林水産省・国土交通省・環境省令第 l号)

環境省 HP: h什ps://www.env.go.jp/nature/saisei/Iロw-soisei/

この法律は、過去に損なわれた自然環境を再生するために、基本理念、具体的手順等を定めた法律で、自然再生事業を実施する者に適用されます.

〈法律の骨格〉

政府は「自然再生基本方針」を策定する【第7条】.

自然再生事業を実施しようとする者(実施者〉は、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、専門家、土地の所有者等の地域の多様な主体が参加する

「自然再生協議会』を立上げ【法8条】、全体構想を作成し【第8条】、さらに実施計画を作成し、主務大臣ヒ管轄する都道府県知事に送付【法q条】する.

この法律には罰則はありません。

条項 条文 種類

第 1:条 〈目的) 目的

この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その

他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性

の確保を通じて自然ヒ共生する社会の実現を園り、あわせて地球環境の保全に寄与するこヒを目的とする。

第 2条第 l項 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的ヒして、関係行政機関、関 定義

係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法〈平成 10年法律範 7..-，第 2条第 2項に規定する特定非営利活動法人を

いう.以下同じ.)、自然環境に闘し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干溝、藻場、里山、里地、

森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創出し、又はその状態を維持管理するこヒをいう.

第 2条第 2項 この法律において「自然再生事業」ヒは、自然再生を目的として実施される事業をいう。 定義

第 2条第3項 この法律において「土地の所有者等」どは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、 定義

漁業権若しくは入漁権(臨時設備その他一時使用のため設定されたとヒが明らかなものを除<.)を有する者をいう。

第 3条第 l項 (基本理念〉 基本理念

自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代にわた勺て維持されるヒともに、生物の多様性の確保を通じて自然ヒ共生する

社会の実現を図'J、あわせて地球環境の保全に寄与するこどを旨どして適切に行われなければならない.
第2項 2自然再生は、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有する者等

の地域の多様な主体が連携するヒともに、透明性を確保しつつ、自主的かっ積極的に取り組んで実施きれなければならない.

第3項 3 自然再生は、地域における自然環境の特性、自然の復元カ及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、かっ、科学的知見に基づい
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て実施されなければならない。

第4項 4自然再生事業は、自然再生事業の着手後においても自然再生の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、これ
を当該自然再生事業に反映させる方法によリ実施されなければならない。

第 5項 5自然再生事業の実施に当たっTは、自然環境の保全に関する学習(以下「自然環境学習Jt~、う。)の重要性にかんがみ、自然

環境学習の場としT活用が図られるよう配慮きれなければならない.

第 5条 (実施者の責務) 責務

この法律に基づいて自然再生事業を実施しようヒする者(河川法〈昭和胡年法律第 167刷、港湾法{昭和百年法律第 21.閉その他の法律の規定に基づ (実施者)

き自然再生事業的対車となる区域の一部又は全部を管理する者からの委託を受けT自然再生事業を実施しようヒする者を含む.以下「実施者」ヒいう.)は、基

本理念にのっヒり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むよう努めなければならない.

第7条第|項 {自然再生基本方針) 義務

政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下「自然再生基本方針Jtいう.)を定めなければならない。 (政府)

第8条第 l項 (自然再生協議会) 義務

実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を (実施者)

有する者、土地の所有者等その他の当該実施者が実施しようヒする自然再生事業又はこれに関連する自然再生に関する活動に

参加しようヒする者並びに関係地方公共団体及び関係行政機聞からなる自然再生協議会(以下「協議会Jヒいう.)を組織するも

のとする.

第 B条第 2項 協議会は、次の事務を行うものとする.

l自然再生全体構想を作成するこじ

2次条第 l項に規定する自然再生事業実施計画の案についT協議すること.

3自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこヒ。

第q条第 l項 (自然再生事業実施計画) 義務

実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業の実施に関する計画(以下『自然再生事業実施計画」という.)を作成し:なければ (実施者)

ならない。

第q条第 5項 実施者は、自然再生事業実施計画を作成したヒきは、主務省令解釈M 注釈 lで定めるヒころにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自 義務

然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画 (実施者)

の写し(当骸自然再生事業実施計画の添付書類の写しを含む.以下閉じ.)及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写し

(当該自然再生全体構想田添付書類の写しを含む.以下間以)を送付しなければならない.

(解釈上の注釈 1)施行規則第2条.引用省略.

第 10条 (維持管理に関する協定} 権限付与

自然再生事業の対象区域の全部又は一部についτ自然再生に係る維持管理を実施しようとする実施者は、当該区域の土地の所 (実施者)

有者等ヒ協定を締結しT、その維持管理を行うこヒができる。


